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業務説明書 
 
1  業務名  

令和 7 年度うらそえ特産品等振興事業運営業務 
 
2  業務の目的 

本業務は、浦添市の地域資源を活かした新たな商品の開発、マーケティング戦略・商品ブラン
ディング等の販売スキル向上、販路開拓の支援等により、市内事業者（浦添市内に本社もし
くは支店または営業所を有する事業者）の育成と収益向上を図ることを目的とする。 

 
3  履⾏期間  

契約締結の翌日から令和 8 年 3 月 13 日まで  
 
4  業務委託料上限額 

１5,998,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 
 
5  業務内容 
    本業務は、以下の(1)〜(7)の業務内容により⾏うものとし、受託者からの企画提案に基づ

き、発注者と協議の上決定するものとする。 
  (1) 育成支援業務  

① 市内事業者を対象として、商品開発及び収益向上のプロセスを学ぶためのセミナー等を実
施すること。なお、受講者の募集は、市内経済団体等との連携や各種広報媒体を活用す
ること。 
※セミナー等の内容は、以下の項目に関する事項を含めることを要件とする。なお、業務の

目的に関連した項目等があれば追加提案すること。 
・ おきなわブランド戦略（沖縄県︓令和 6 年 3 月）について 
・ 浦添市の地域資源（有効資源）について 
・ 商品開発のアイディア、コンセプト設定について 
・ マーケティング戦略及び商品ブランディングについて 
・ 高付加価値化について 
・ 県内および県外の市場分析および販路開拓について 

※セミナー等の開催は 3 回以上、受講者は合計 30 者以上を要件とする。 
② 事業 PR 資料等を作成の上、市内事業者を対象として広く事業案内を⾏うこと。 

※業務の目的に関連した事項等(プロジェクト名の設定など)を必要に応じて実施すること。 
③  市内事業者からの商品開発等に関する問合せ・相談等の対応に関すること。必要に応じ

事業者へ県の展示会や支援、補助⾦制度等を紹介すること。 
 
(2) 商品開発支援業務 

① 商品開発又は既存商品のブラッシュアップ等に取り組む市内事業者を対象として、専門家派
遣による伴走支援を⾏うこと。 
※ 支援対象事業者は公募により選定するものとし、公募及び支援対象事業者の選定に係

る業務を含むものとする。なお、支援対象事業者の選定は、応募のあった市内事業者の
うち 5 者以上を目標とし、発注者と協議の上決定すること。 

※ 本業務にかかる商品開発等の際の製造場所及び原材料の調達先等については、可能
な範囲で浦添市内又は沖縄県内を優先するように促すこと。 
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  ② 知的財産権に関する支援として、支援対象事業者の商品等に係る商標登録や特許等の取
得など、知的財産権に関する指導を実施すること。なお、商品等の開発における他者への権
利侵害への指導も含める。 

  ③ 支援対象事業者の商品等について、品質、価格、購買傾向などを分析し、販路検討、⽣産
計画等に役⽴てるためのテストマーケティングの実施について支援すること。また、その結果を分
析し、商品等の改善指導や今後の展開、戦略等のアドバイスを実施すること。 

 
(3) 販路開拓支援業務 

➀ 本業務で開発された商品及び既存商品の販路開拓に取り組む市内事業者を対象として、
専門家派遣による伴走支援を⾏うこと。 
※ 支援対象事業者は公募により選定するものとし、公募及び支援対象事業者の選定に係

る業務を含むものとする。なお、支援対象事業者の選定は、応募のあった市内事業者の
うち 5 者以上を目標とし、発注者と協議の上決定すること。（(2)商品開発支援業務に
おける支援対象事業者との重複も可とする。） 

② 支援対象事業者の商品等に関わる販路先情報の収集・戦略策定を⾏い、個別商談会及
び展示会等で県内外のバイヤーとのマッチング支援を実施すること。 

 
(4) 補助⾦交付業務 

 支援対象事業者が取り組む商品開発、販路開拓等に必要な経費の一部を助成することを
目的とした補助⾦の交付を⾏うこと。なお、補助⾦の要件等は次のとおりとする。 

補助対象経費 補助率 補助⾦上限額 備考（経費内訳等） 

マーケティング調査・活動費 

補助対象 
経費の 

3 分の 2
以内 

【参考】 
1 事業者 

あたり 
70 万円程度 
 

⼈件費（臨時的雇用等）、旅費交
通費、印刷製本費、消耗品費 など 

試作研究開発費 原材料費、服資材費、使用料、外注
加工費、委託費 など 

知的財産権取得費 出願料、出願審査請求料、特許料、
登録料、電⼦化⼿数料 など 

テストマーケティング費 展示会等出展費、印刷製本費、旅
費交通費、消耗品費 など 

その他必要と認められる経費 ※発注者との協議・調整を要するもの
とする。 

※ 補助⾦の交付にあたっては、補助対象経費を整理し、経費の支出に係る証憑資料を徴
収し保存すること。 

※ 本業務にかかる補助⾦総額及び 1 事業者あたりの補助⾦上限額の設定については、受
託者の提案を基に、発注者と協議の上決定するものとする。 

  （補助⾦総額 300 万円程度 1 事業者あたり補助⾦上限額 70 万円程度を想定） 
 
(5) 追跡調査業務 

①  過年度支援対象事業者の商品状況調査(令和 6 年度 3 事業者)へ、開発及び販路開
拓を⾏った商品のヒヤリング調査(訪問等)を実施し、市へ報告すること。なお、調査におい
て、倒産や⾳信不通等により連絡⼿段が絶たれている事業者等は除くものとする。 
※ 調査の内容は事前に発注者と協議の上決定することとし、以下の項目に関する事項を含

めることを要件とする。なお、業務の目的に関連した項目等があれば追加提案すること。 
・ 商品化の有無 
・ 販売の有無 
・ 成約件数及び成約先 
・ 売上額 
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(6) 事務管理業務 
① 業務責任体制の明確化 

本業務の実施に必要な能⼒、資格、経験等を有する業務責任者及び作業者を定めるとと
もに業務責任体制を明らかにし、契約期間中は、専任の主任担当者(発注者との連絡調整
担当者)を配置すること。なお、業務にあたる者に欠員が⽣じた場合は、速やかに同等又はそ
れ以上の経歴等を有する代替者を充てられる体制を整えること。 

② 会議の開催及び会議録の作成 
支援対象事業者との会議の実施及び発注者への業務進捗状況の報告、協議を目的とし

た会議を必要に応じて開催すること。なお、本業務にかかる会議を開催した場合は、会議録
を作成し速やかに発注者へ報告・共有すること。 

③ 許認可⼿続き 
本業務の実施に必要となる法令等の規定に基づく申請や許認可⼿続きは、受託者が責任

をもって⾏うこと。 
④ ドキュメント類の整備と保存 

本業務で使用した帳票、図画、写真、議事録等のドキュメント類は、整理し保存すること。 
⑤ 業務分析報告 

本業務の実施内容や支援対象事業者等の動向を分析し、本業務における成果や課題、
商品開発等にかかる今後の展開や支援戦略等についてまとめ、報告書として提出すること。 

 
(7) その他支援業務 

  業務の目的に関連した独自企画があれば提案・実施すること。 
 
6 提出書類及び成果物 

受託者は、発注者の指示する様式等により、所定の期日までに次の書類を提出すること。 
(1) 業務着⼿時 

① 着⼿届 
② 事業計画書 
③ 工程表 
④ 主任担当者届 
⑤ その他（市が必要と指示する書類等） 
 

(2) 業務完了時に必要とする書類 
① 完成届 
② 業務完了報告書 5 部 
③ 業務日誌（詳細記載） 
④ 収支報告書（領等出を証する類の写し） 
⑤ 業務分析報告書 
⑥ 電⼦データ（上記②、⑤、本業務のドキュメント類に係るデータ 等） 
⑦ その他（発注者が必要と指示する書類等） 
 

(3) 本業務に係る経費支出における⾒積書、契約書、請求書等の支出関連帳票は、契約期間
終了後 5 年間は厳重に保管し、発注者から提出を求められた場合は速やかに対応すること。 

 
(4) 本業務の履⾏期間終了後においても、必要に応じて、発注者は受託者に対し業務の適正な

執⾏を確認するために必要な根拠資料の提出、新たな資料の作成等を求めることができるもの
とし、受託者は、その求めに対し積極的に協⼒すること。 
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7  留意事項 
(1) 経費対象及び帳票取扱 

本業務の実施に係る一切の経費(調査費、消耗品費、⼈件費、通信運搬費、補助⾦、そ
の他の業務（独自企画）等)は、企画提案時の⾒積額に含めること。なお、各業務における
経費配分については、契約締結後、発注者と協議・調整の上決定するものとする。 

 
(2) 業務適用範囲の確認 

本説明書に定めのない事項であっても、社会通念上必要とされる業務項目については、本
業務の範囲として、受託者において実施するものとする。 

 
(3) 業務成果の帰属等 

本業務で取得した全ての財産は、原則として市に帰属するものとする。また、本業務の実施
により⽣じた著作物に関する全ての著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含
む）は、市に帰属する。ただし、受託者または第 3 者が従前から保有していた著作物の著作
権は除く。なお、第 3 者の著作権その他の権利に抵触するものについては、受託者の責任と
費用をもって処理するものとし、市は責任を負わない。 

 
(4) 市内事業者の活用 

受託者は、本業務に伴い外注等を⾏う場合は、市内事業者への発注に努めるものとする。 
 
 (5) 検査 

受託者は、業務の完了後速やかに業務完了報告書及び収支報告書を提出し、発注者が
⾏う検査の結果、不良又は不備がある場合は、受託者の責任において補正するものとする。 

 
(6) 個⼈情報の取扱い 
   本業務の実施にあたり、収集した個⼈情報等については、適正な管理のもと取り扱い、本

業務の目的以外には使用しないこと。また、個⼈情報に関する問い合わせについては、慎重に
対応すること。 

個⼈情報の取り扱いについては、個⼈情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57
号）等関係法令を遵守し、個⼈情報を適切に取り扱わなければならない。 

 
(7)  情報等の守秘義務 

① 本業務の遂⾏に関して得られた個⼈情報、外部団体情報等を正当な理由なく第三者に
漏えい、又は公表・貸与することを禁止し、守秘義務を負うものとする。なお、契約期間終了
後においても同様のものとする。 

②  業務の遂⾏に当たっては関係法令等を遵守し、発注者との調整及び報告を密に⾏うこと。 
 
(8) 損害賠償 

受託者が本業務によって委託者又は第三者に損害を与えたときは、受託者が賠償の責任
に任ずること。 
 

(9)  双方疑義 
本業務の実施にあたり、本説明書に定めのない事項又は疑義が⽣じた場合は、発注者及び

受託者双方が協議して決定する。 


